
 

 

 

 

県 土 整 備 部 長   

 

熱中症対策に係る現場環境改善費の積み上げ計上の上限引上げ 

について（通知） 

 

工事における熱中症の対策として、現場環境改善費により設備等の費用を積み上

げ計上しているところですが、令和８年４月に国土交通省が実施した基準改定を 

踏まえ今夏への対策として、現場環境改善費の熱中症対策・防寒対策に係る積み上

げ計上の上限値を暫定的に下記のとおり引き上げますので、通知します。 

なお、国土交通省に準じた県の基準改定は例年どおり令和８年 10 月に実施予定

です。 

記 

１ 対象工事 

  県土整備部（県土整備部所管出先機関及び各総合支庁建設部を含む。）発注の、

令和６年度以前の「土木工事標準積算基準書（国土交通省版Ⅰ）」及び令和７年

度「国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）」における「現場環境改善費」

を適用した工事 

 

２ 現場環境改善費の内容 

  現場環境改善費率：現行積算基準のとおり 

  積み上げ計上費目（熱中症対策・防寒対策）： 

率分で計上される現場環境改善費の 80％を上限とする（現行は 50%）。 

   

３ 適用 

  令和８年６月以降に設計変更する工事 

 

４ その他 

  対策の妥当性を確認の上、設計変更する。また、現場管理費に計上される作業

員個人の費用と重複がないことを確認すること。 
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概要 

工事における熱中症対策・防寒対策に関する費用は、現場環境改善費に計上 

されているが、国土交通省は当該基準を令和８年４月に以下のように改定して 

いる。 

県では例年 10 月に国交省に準じた基準改定を行っているが、今夏への対策 

として、熱中症対策・防寒対策に関する費用計上を暫定的に強化するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現  行： 

 

 

 

改  定： 

(Ｒ８.10 月以降 

の改定を予定) 

 

暫定措置：  

 

 

率計上分（現行積算基準） 別途積上げ 
(率の 50%を上限) 

率計上分（県は 10 月改定） 別途積上げ 
（率□の 100％を上限）  

別途積上げ 
（率□の 80%を上限） 

率計上分（現行積算基準） 

熱中症対策・防寒対策を除く５項目 熱中症・防寒対策 

熱中症・防寒対策 熱中症対策・防寒対策を除く４項目 

熱中症対策・防寒対策を除く５項目 熱中症・防寒対策 

Ｂ 

Ａ 

≒ Ａ Ｂ 

 


